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一
、
は
じ
め
に

　

日
蓮
聖
人
（
一
二
二
二
―
八
二
）
は
、『
法
華
経
』
本
門
寿
量

品
の
教
相
に
よ
っ
て
、
本
仏
釈
尊
に
よ
る
我
々
凡
夫
救
済
の
論

理
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
救
済
の
論
理
と
は
、
妙
法
五
字

を
媒
介
と
す
る
題
目
受
持
の
信
行
で
あ
っ
て
、
我
々
凡
夫
が
実

践
す
べ
き
仏
道
修
行
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
法
華
経
』
こ
そ
が
本

仏
釈
尊
が
説
か
れ
る
最
高
の
教
法
で
あ
っ
て
、
こ
の
教
え
こ
そ

が
下
根
下
機
で
あ
る
我
々
末
代
の
凡
夫
を
救
う
教
え
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
聖
人
が
本
門
寿
量
品
の
教
相
を
ど
の
よ
う
に
判
釈

を
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
我
々
凡
夫
の
信
行
の
姿
を
教
示
さ
れ
て

い
る
の
か
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

聖
人
は
、
釈
尊
の
一
代
聖
教
に
お
い
て
『
法
華
経
』
こ
そ
尊

崇
す
る
べ
き
経
典
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
る
。

　

で
は
、
そ
の
根
拠
を
尋
ね
る
と
、
那
辺
に
求
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
妙
楽
大
師
述
『
法
華
文
句
記（
１
）』
に
示
さ
れ
て
い
る
「
十

双
歎
」、
す
な
わ
ち
「
二
十
の
大
事
」
を
根
拠
と
し
て
い
る（
２
）。
こ

の
法
門
の
第
一
双
目
に
て
「
二
乗
作
仏
」
と
「
久
遠
実
成
」
が

教
示
さ
れ
る
。「
二
乗
作
仏
」
の
法
門
で
は
、『
法
華
経
』
迹
門

方
便
品
の
「
略
開
三
顕
一
」
に
お
け
る
一
念
三
千
の
法
門
に
よ
っ

て
、
一
切
衆
生
の
成
仏
が
明
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
二
乗

作
仏
が
達
成
さ
れ
る
に
は
、
本
門
寿
量
品
に
お
い
て
「
発
迹
顕

本
」
が
明
か
さ
れ
、
釈
尊
が
「
久
遠
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
「
真

の
一
念
三
千
」
の
法
門
を
必
要
と
さ
れ
る（
３
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
の
久
遠
の
開
顕
に
よ
っ
て
、
無
始
の
仏

界
が
開
顕
さ
れ
、
無
始
の
九
界
の
救
い
が
成
立
し
（
本
因
妙
）、

い
っ
ぽ
う
で
は
、
無
始
の
仏
界
が
無
始
の
九
界
に
備
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
本
果
妙
の
成
立
と
な
り
、
九
界
の
真
の
成
仏
（
一

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
如
来
寿
量
品
観

―
「
五
重
相
対
」、「
五
重
三
段
」
を
中
心
と
し
て

―堀　
　
　

内　
　
　

紳　
　
　

行
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切
衆
生
の
成
仏
）
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
聖
人
が
本
門
寿
量
品
を
重
要
視
さ
れ
る
論
理
を
尋
ね

る
と
、
那
辺
に
こ
れ
を
求
め
ら
れ
る
の
か
。

　

そ
れ
は
、『
開
目
抄
』
に
お
け
る
「
五
重
相
対
」
と
『
観
心
本

尊
抄
』
に
お
け
る
「
五
重
三
段
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
重
要
性
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
開
目
抄
』
で
は
、
釈
尊
の
一
代
聖
教
の
う
ち
『
法
華
経
』
こ

そ
最
勝
の
教
え
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本

門
重
視
の
立
場
が
明
か
さ
れ
、
寿
量
品
の
教
相
と
寿
量
品
の
文

底
（
観
心
）
を
相
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
相
を
依
り
拠
と

し
た
観
心
修
行
（
教
観
不
二
）
が
教
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
『
観
心
本
尊
抄
』
で
は
、
釈
尊
の
一
代
聖
教
を
序
正
流

通
の
三
段
分
科
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
末
法
に
お
け
る
真
実
の

教
法
が
明
か
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
釈
尊
の
本
因
本
果

が
具
足
さ
れ
て
い
る
妙
法
五
字
の
題
目
こ
そ
が
、
末
法
の
時
代

に
流
布
す
る
教
法
で
あ
っ
て
、
教
観
不
二
の
修
行
、
題
目
受
持

が
定
ま
る
の
で
あ
る（
４
）。

　

そ
こ
で
、
聖
人
が
『
開
目
抄
』
に
て
明
か
さ
れ
る
「
五
重
相

対
」
と
『
観
心
本
尊
抄
』
に
明
か
さ
れ
る
「
五
重
三
段
」
に
つ

い
て
、
あ
ら
た
め
て
尋
ね
て
い
き
た
い（
５
）。

二
、『
開
目
抄
』
の
五
重
相
対

　

ま
ず
は
、「
五
重
相
対
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
日
蓮
聖

人
遺
文
『
開
目
抄
』
に
は
、
釈
尊
の
一
代
聖
教
の
教
相
判
釈
を

す
る
た
め
に
「
五
重
相
対
」
が
示
さ
れ
て
い
る（
６
）。「
五
重
相
対
」

と
は
、
世
間
に
普
及
し
て
い
る
思
想
を
五
つ
の
見
地
か
ら
判
別

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
五
つ
と
は
、
①
内
外
相
対
、
②
大
小

相
対
、
③
権
実
相
対
、
④
本
迹
相
対
、
⑤
教
観
相
対
で
あ
る
。

こ
の
教
相
判
釈
に
よ
っ
て
、
本
門
寿
量
品
の
重
要
性
が
示
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

⑴
内
外
相
対

　

と
こ
ろ
で
聖
人
は
、
一
代
聖
教
を
説
か
れ
た
釈
尊
を
「
大
導

師
」
等
と
示
さ
れ（
７
）、
釈
尊
と
は
我
々
一
切
の
衆
生
に
と
っ
て
、

一
番
の
導
き
の
師
で
あ
り
、
我
々
の
迷
い
を
さ
ま
し
、
精
神
を

み
つ
め
る
眼
目
で
あ
り
、
覚
り
へ
と
渡
す
橋
梁
や
生
死
の
大
河

か
ら
覚
り
の
世
界
に
渡
す
船
師
で
あ
っ
て
、
衆
生
の
心
に
功
徳

の
種
を
与
え
つ
づ
け
う
福
田
で
あ
る
こ
と
を
教
示
さ
れ
て
い
る（
８
）。

す
な
わ
ち
、
釈
尊
を
「
大
導
師・

大
眼
目・

大
橋
梁・

大
船
師・

大
福
田
」
で
あ
ら
れ
る
こ
と
で
、
釈
尊
は
主・

師・

親
の
三
徳

が
具
備
を
象
徴
さ
れ
て
い
る（
９
）。
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一
方
、
儒
教
や
バ
ラ
モ
ン
教
の
教
え
を
説
い
て
い
る
尹
伊・

務
成・

太
公
望・

老
子
の
四
聖
や
迦
毘
羅・

漚
楼
僧
佉・

勒
娑

婆
の
三
仙
は
、
聖
人
や
賢
人
と
し
て
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、

彼
ら
は
三
惑
を
断
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
凡
夫
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
四
聖
三
仙
が
説
か
れ
る
教
え
で
は
、
我
々
衆
生
は
生

死
の
大
海
を
渡
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
六
道
の
迷
い
の
世
界

を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
聖
人
が
示
さ
れ
て
い
る
釈
尊
と
は
、
煩
悩
を
断

じ
、
生
死
さ
え
も
超
越
さ
れ
た
仏
で
あ
ら
れ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
つ
ぎ
の
説
示
に
尋
ね
る
と
、
仏
教
と

世
間
に
普
及
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
思
想
を
判
別
す
る
内
外
相
対

が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
此
仏
陀
は
三
十
成
道
よ
り
八
十
御
入
滅
に
い
た
る
ま
で
、

五
十
年
が
間
一
代
の
聖
教
を
説
給
へ
り
。
一
字
一
句
皆
真

言
な
り
。
一
文
一
偈
妄
語
に
あ
ら
ず
。
外
典
外
道
の
中
の

聖
賢
の
言
す
ら
、
い
う
こ
と
あ
や
ま
り
な
し
。
事
と
心
と

相
符
へ
り
。
況
仏
陀
無
量
曠
劫
よ
り
の
不
妄
語
の
人
さ
れ

ば
一
代
五
十
余
年
の
説
教
は
外
典
外
道
に
対
す
れ
ば
大
乗

な
り
。
大
人
の
実
語
な
る
べ
し
初
成
道
の
始
よ
り
泥
洹
の

夕
に
い
た
る
ま
で
、
説
と
こ
ろ
の
所
説
皆
真
実
也
）
（1
（

」

　

こ
こ
に
は
、
釈
尊
が
成
道
さ
れ
て
か
ら
入
滅
に
至
る
ま
で
の

五
十
年
間
に
説
か
れ
た
教
え
は
、
一
文
字
一
文
字
す
べ
て
が
真

実
の
言
葉
で
あ
る
。
一
方
、
儒
教
や
バ
ラ
モ
ン
教
と
い
っ
た
外

道
を
説
く
聖
人
も
偽
り
の
あ
る
言
葉
は
示
さ
ず
、
実
際
の
行
動

と
理
念
は
一
致
し
て
い
る
。
が
、
釈
尊
は
、
遙
か
遠
い
過
去
世

か
ら
嘘
偽
り
の
な
い
教
え
を
説
か
れ
て
い
る
た
め
、
三
惑
を
断

じ
て
い
な
い
凡
夫
が
説
く
儒
教
や
外
道
と
比
べ
る
と
、
釈
尊
が

五
十
年
の
間
に
我
々
衆
生
の
た
め
に
説
か
れ
た
教
え
こ
そ
我
々

が
取
る
べ
き
教
え
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
釈
尊

が
成
道
さ
れ
て
涅
槃
に
入
ら
れ
る
ま
で
に
示
さ
れ
た
教
え
は
、

す
べ
て
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
仏
教
と
そ
れ
以
外
の
教
え
を
判
別
し
、

仏
教
こ
そ
信
じ
る
べ
き
教
え
、
と
教
示
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
内

外
相
対
」
で
あ
る
。

⑵
大
小
相
対

　

次
に
大
小
相
対
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
こ
れ
は
、
釈
尊
の
一

代
聖
教
の
う
ち
大
乗
教
と
小
乗
教
と
で
判
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。

釈
尊
が
説
か
れ
た
八
万
も
の
あ
る
法
門
に
は
、
仏
道
修
行
を
実

践
す
る
に
、
自
身
に
功
徳
を
施
す
教
え
が
説
か
れ
る
小
乗
の
教

え
と
多
く
の
人
々
に
功
徳
を
施
す
大
乗
の
教
え
の
二
つ
に
区
分

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
個
人
の
解
脱
を
目
指
し
、
得
道
を
得
よ
う
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と
す
る
小
乗
の
教
え
と
、
菩
薩
が
自
己
の
み
な
ら
ず
化
他
行
に

も
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
乗
の
教
え
を
比
較
し
た
と
き
に

は
、
大
乗
の
教
え
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

つ
ぎ
の
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

「
但
仏
教
に
入
て
五
十
余
年
の
経
々
八
万
法
蔵
を
勘
た
る

に
、
小
乗
あ
り
大
乗
あ
り
）
（（
（

」

こ
れ
が
「
大
小
相
対
」
で
あ
る
。

⑶
権
実
相
対

　

次
に
権
実
相
対
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
こ
れ
は
大
乗
経
典
に

お
い
て
、
権
大
乗
と
実
大
乗
と
の
教
相
判
釈
で
あ
る
。
大
乗
経

典
に
は
、
真
実
ま
で
の
過
程
を
説
い
て
い
る
権
大
乗
と
真
実
を

説
く
実
大
乗
の
教
え
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
大
乗
経
典

に
は
、
文
字
と
し
て
説
き
示
さ
れ
て
い
る
顕
教
と
秘
密
の
法
門

を
示
す
密
教
や
、
軟
語
と
し
て
穏
や
か
な
言
葉
で
教
え
を
示
し

た
り
、
麁
語
と
し
て
粗
い
言
葉
な
ど
で
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

真
実
や
虚
妄
の
言
葉
も
あ
り
、
多
用
な
相
違
が
存
在
し
て
い
る
。

　

こ
の
大
乗
の
教
え
の
う
ち
、『
法
華
経
』
こ
そ
が
唯
一
の
釈
尊

の
真
実
が
説
か
れ
て
い
る
教
え
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
つ
ぎ
の

説
示
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

「
権
経
あ
り
実
経
あ
り
、
顕
教
密
教
、
軟
語
麁
語
、
実
語

妄
語
、
正
見
邪
見
等
の
種
々
の
差
別
あ
り
。
但
法
華
経
計ﾝ リ

教
主
釈
尊
の
正
言
也
。
三
世
十
方
の
諸
仏
の
真
言
也
。
大

覚
世
尊
は
四
十
余
年
の
年
限
を
指
て
、
其
内
の
恒
河
の
諸

経
を
未
顕
真
実
、
八
年
法
華
は
要
当
説
真
実
と
定ﾝ メ

給
し
か

ば
、
多
宝
仏
大
地
よ
り
出
現
し
て
皆
是
真
実
と
証
明
す
。

分
身
の
諸
仏
来
集
し
て
長
舌
を
梵
天
に
付
く
）
（1
（

」

　

こ
こ
に
は
、『
法
華
経
』
は
過
去・

現
在・

未
来
の
三
世
に
わ

た
り
、
十
方
世
界
に
出
現
す
る
諸
仏
の
真
実
の
言
葉
で
あ
っ
て
、

『
無
量
義
経
』
に
は
、
釈
尊
が
『
法
華
経
』
を
説
か
れ
る
ま
で
の

教
え
を
指
し
「
未
顕
真
実
）
（1
（

」
と
て
、『
法
華
経
』
が
説
か
れ
る
ま

で
の
四
十
余
年
間
の
教
え
は
、
釈
尊
の
真
実
が
説
か
れ
な
い
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
方
便
品
の
「
要
当
説
真
実
）
（1
（

」

と
釈
尊
の
最
後
八
年
間
に
お
い
て
、
真
実
が
説
か
れ
、
大
地
よ

り
涌
出
さ
れ
た
多
宝
仏
が
宝
塔
の
中
か
ら
『
法
華
経
』
こ
そ
が

真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
、
ま
た
十
方
よ
り
集
っ
た
諸
仏

も
遠
い
梵
天
の
と
こ
ろ
ま
で
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、『
法

華
経
』
以
前
に
説
か
れ
た
教
え
は
、
権
大
乗
で
あ
っ
て
、『
法
華

経
』
こ
そ
が
実
大
乗
の
教
え
で
あ
り
、
釈
尊
の
真
実
の
教
え
を

説
く
経
典
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
聖
人
は
『
法
華
経
』
の
超
勝
性
を
妙
楽
大
師
の
『
法

華
文
句
記
』
の
十
双
歎
を
依
拠
と
し
「
二
十
の
大
事
」
と
し
て
、
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迹
門
で
は
「
二
乗
作
仏
」
を
、
本
門
で
は
「
久
遠
実
成
」
を
『
法

華
経
』
の
教
相
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
法
門
を
手
が

か
り
に
、
他
宗
と
の
判
別
を
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

倶
舎
宗
、
成
実
宗
、
律
宗
、
法
相
宗
、
三
論
宗
は
権
大
乗
の
経

典
を
依
拠
と
し
、
華
厳
宗
、
真
言
宗
は
『
法
華
経
』
を
教
義
を

盗
み
と
っ
て
、
自
ら
の
宗
旨
の
一
つ
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。

そ
の
た
め
、「
二
乗
作
仏
」、「
久
遠
実
成
」
の
二
つ
の
法
門
が
存

在
し
て
い
る
よ
う
で
、
実
際
に
は
そ
の
教
義
が
存
在
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
法
華
経
』
に
は
「
二
乗
作
仏
」、

「
久
遠
実
成
」
が
明
ら
か
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権

大
乗
と
実
大
乗
と
の
分
別
が
明
ら
か
と
な
る
）
（1
（

。
こ
れ
が
、「
権
実

相
対
」
で
あ
る
。

⑷
本
迹
相
対

　

次
に
実
大
乗
で
あ
る
『
法
華
経
』
の
迹
門
と
本
門
を
相
対
を

確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
人
が
本
門
重
視
の
立
場
が
明
か

さ
れ
る
。
聖
人
は
「
本
門
寿
量
品
の
文
の
底
」
と
て
、
一
念
三

千
法
門
が
本
門
寿
量
品
の
教
相
か
ら
明
か
さ
れ
て
、
こ
こ
に
真

の
一
念
三
千
の
法
門
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
龍
樹
菩
薩
や

天
親
菩
薩
は
、
知
り
な
が
ら
も
、
世
間
に
教
示
す
る
こ
と
は
な

く
、
そ
し
て
、
天
台
大
師
の
場
合
は
こ
れ
を
心
に
懐
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
）
（1
（

。
こ
こ
に
、

「
一
念
三
千
の
法
門
は
但
法
華
経
の
本
門
寿
量
品
の
文
の

底
に
し
づ
め
た
り
」

と
て
、
聖
人
が
世
間
に
普
及
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を

分
別
さ
れ
る
中
に
お
い
て
、
我
々
凡
夫
が
最
も
尊
崇
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
教
え
と
は
、
一
念
三
千
の
法
門
が
沈
め
ら
れ
て
い

る
本
門
寿
量
品
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
一
念
三
千
の
法
門
は
、
地
獄
界
か
ら
仏
界
に
至

る
ま
で
の
十
界
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
十
界
が
具
わ
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
論
理
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、「
一
念

三
千
は
十
界
互
具
よ
り
こ
と
は
じ
ま
れ
り
）
（1
（

」
の
文
か
ら
窺
え
る
。

さ
ら
に
、『
法
華
経
』
以
外
の
経
典
を
依
拠
と
し
て
い
る
各
宗
派

に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
法
相
宗
と
三
論
宗
で
は
、
仏
界
と
菩
薩

界
を
立
て
る
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
倶
舎
、
成
実
、
律
宗
等
は

阿
含
経
に
よ
っ
て
い
る
た
め
に
、
地
獄
か
ら
天
界
ま
で
の
六
界

の
因
果
は
立
て
て
い
る
が
、
声
聞
界
、
縁
覚
界
、
菩
薩
界
、
仏

界
の
四
聖
を
明
か
す
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

り
、『
涅
槃
経
』
の
「
一
切
有
情
悉
有
仏
性
）
（1
（

」
の
教
え
を
説
く
こ

と
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
世
に
生
き
る
す
べ
て
の
衆
生
た
ち
に

仏
性
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
知
ら

れ
る
）
11
（

。
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す
な
わ
ち
、『
法
華
経
』
の
迹
門
方
便
品
に
お
い
て
「
二
乗
作

仏
」
の
法
門
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
一
念
三
千
の
論
理
に

よ
っ
て
、
一
切
衆
生
の
成
仏
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
成
仏

が
不
可
能
と
さ
れ
て
き
た
声
聞
、
縁
覚
た
ち
も
成
仏
が
、
こ
の

よ
う
な
開
三
顕
一
の
論
理
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
約
束

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
二
乗
作
仏
」
が
『
法
華

経
』
の
迹
門
に
お
い
て
明
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
尓
前
経
に
は
具

わ
っ
て
は
い
な
い
一
切
衆
生
の
成
仏
の
論
理
が
補
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
華
厳
乃
至
般
若・

大
日
経
等
は
二
乗
作
仏
を
隠ﾝ ス

の
み
な

ら
ず
、
久
遠
実
成
を
説ﾝ キ

か
く
さ
せ
給
へ
り
。
此
等
の
経
々

に
二ﾝ ツ

の
失
あ
り
。
一
に
は
存ﾝ ス
ル

ｲ

行
布ﾝ ヲｱ
故ﾝ ニ

仍ﾝ ホ

未ﾝ タﾚ

開ﾝ セﾚ

権ﾝ ヲ

。
迹

門
の
一
念
三
千
を
か
く
せ
り
。
二
に
は
言ﾝ フｲ
始
成ﾝ ヲｱ

故ﾝ ニ

曽ﾝ テ

未ﾝ タﾚ

発ﾝ セﾚ

迹ﾝ ヲ

。
本
門ﾝ ノ

久
遠
を
か
く
せ
り
。
此
等
の
二ﾝ ツ

の
大
法
は
一

代
の
綱
骨・

一
切
経
の
心
髄
な
り
。
迹
門
方
便
品
は
一
念

三
千・

二
乗
作
仏
を
説
て
爾
前
二
種
の
失
一ﾝ ツ

を
脱
た
り
）
1（
（

。」

の
説
示
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
聖
人
は
、

「
し
か
り
と
い
え
ど
も
い
ま
だ
発
迹
顕
本
せ
ざ
れ
ば
、
ま

こ
と
の
一
念
三
千
も
あ
ら
は
れ
ず
…
…
）
11
（

」

と
て
、『
法
華
経
』
の
迹
門
に
お
い
て
「
開
三
顕
一
」
を
明
か

し
、「
二
乗
作
仏
」
の
論
理
を
教
示
さ
れ
て
い
て
も
、
真
の
一
念

三
千
が
顕
れ
な
い
こ
と
を
明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
聖
人
は
、

本
門
寿
量
品
に
お
い
て
「
発
迹
顕
本
」
が
明
か
さ
れ
、
本
仏
釈

尊
の
「
久
遠
実
成
」
が
示
さ
れ
る
こ
と
よ
っ
て
、
真
実
の
一
念

三
千
が
成
立
す
る
こ
と
を
教
示
さ
れ
る
。

　

こ
こ
に
、
聖
人
が
求
め
ら
れ
た
一
切
衆
生
の
成
仏
と
は
、
本

門
寿
量
品
を
依
り
処
と
し
た
本
仏
釈
尊
に
よ
る
久
遠
の
救
済
で

あ
り
、
無
始
の
仏
界
が
開
顕
さ
れ
、
無
始
の
九
界
の
救
い
が
成

立
す
る
論
理
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
無
始
の

仏
界
が
無
始
の
九
界
に
具
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
因
本
果
の

法
門
が
成
立
し
、
こ
こ
に
九
界
の
真
の
成
仏
が
達
成
さ
れ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
聖
人
は
迹
門
で
示
さ
れ
る
理
の
一
念
三
千
の

論
理
は
、
本
門
如
来
寿
量
品
で
の
「
発
迹
顕
本
」
を
契
機
に
「
二

乗
作
仏
」
が
定
ま
り
、
我
々
一
切
衆
生
の
成
仏
が
達
成
さ
れ
る

の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑸
教
観
相
対

　

こ
の
よ
う
に
聖
人
は
、『
法
華
経
』
の
迹
門
と
本
門
を
相
対
す

る
と
き
に
は
、
迹
門
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
の
成
仏
の
論
理
を
導

き
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
理
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、

本
門
寿
量
品
に
よ
っ
て
久
遠
の
開
顕
が
な
け
れ
ば
、「
二
乗
作

仏
」
が
定
ま
ら
な
い
た
め
、
本
門
寿
量
品
こ
そ
最
重
要
で
あ
る
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こ
と
を
を
教
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
よ
っ
て
、「
一
念
三
千
の
法
門
は
但
法
華
経
の
本
門
寿

量
品
の
文
の
底
に
し
づ
め
た
り
」
の
文
が
見
逃
せ
ず
『
法
華
経
』

の
教
相
（
教
）
と
寿
量
品
の
文
底
（
観
）
と
の
相
対
が
明
ら
か

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
人
は
一
代
聖
教
の
う
ち
『
法
華
経
』

こ
そ
最
勝
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
本
門
寿
量
品
に
こ
そ
本
仏
釈
尊

の
真
実
の
教
え
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
と
教
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
本
迹
勝
劣
の
立
場
に
立
た
れ
、
本
門
寿
量
品
を

軸
に
『
法
華
経
』
に
説
か
れ
る
釈
尊
の
救
済
の
論
理
を
導
き
出

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
観
門
と
し
て
の
「
寿
量
品

の
文
の
底
」
と
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
本
門
寿
量
品

の
教
相
と
、「
文
の
底
」
と
て
そ
の
教
相
を
依
拠
と
し
て
実
践
し

て
い
く
「
観
心
」
の
不
二
の
関
係
が
顕
在
化
さ
れ
、
我
々
凡
夫

が
求
め
る
べ
き
法
門
が
寿
量
品
の
文
の
底
に
存
す
る
こ
と
で
、

「
教
」
を
軸
と
す
る
「
観
心
」
が
定
ま
り
、
教
観
不
二
の
「
信

行
」
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、『
観
心
本
尊
抄
』
の
五
重
三
段

　

前
節
に
お
い
て
『
法
華
経
』
の
「
教
相
」
と
本
門
寿
量
品
の

文
底
の
「
観
心
」
と
の
相
対
を
尋
ね
、
聖
人
の
教
相
の
論
理
を

確
認
し
た
。

　

次
に
、『
観
心
本
尊
抄
』
に
教
示
さ
れ
て
い
る
「
五
重
三
段
」

に
つ
い
て
尋
ね
る
こ
と
で
、
聖
人
の
教
相
論
が
題
目
の
妙
法
五

字
に
帰
結
す
る
構
造
を
確
認
し
て
い
く
。

　
『
開
目
抄
』
の
翌
年
に
著
述
さ
れ
た
『
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始

観
心
本
尊
抄
』
に
お
い
て
、
釈
尊
一
代
聖
教
全
体
を
五
段
階
に

分
け
、
そ
れ
ら
を
序
分・

正
宗
分・

流
通
分
の
三
段
分
科
に
よ
っ

て
、
末
法
の
時
代
に
相
応
し
い
教
え
に
つ
い
て
を
教
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
を
「
五
重
三
段
」
と
称
し
、
①
一
代
三
段
、
②
十

巻
三
段
、
③
迹
門
三
段
、
④
本
門
三
段
、
⑤
本
法
三
段
）
11
（

が
あ
る
）
11
（

。

こ
の
「
五
重
三
段
」
も
『
開
目
抄
』
に
お
け
る
「
五
重
相
対
」

と
同
じ
く
聖
人
が
天
台
教
学
を
継
承
す
る
な
か
で
、
独
自
に
示

さ
れ
て
い
る
教
相
論
で
あ
る
）
11
（

。

⑴
一
代
三
段

　
『
観
心
本
尊
抄
』
第
二
十
番
の
問
答
に
て
、
正
法
像
法
時
代
の

二
千
年
の
間
で
は
、
四
依
の
菩
薩
方
や
、
仏
教
者
た
ち
は
、
諸

仏
や
小
乗
、
権
大
乗
、
尓
前
、
迹
門
を
説
か
れ
て
い
る
始
成
正

覚
の
釈
尊
を
仰
ぎ
、
寺
院
や
塔
を
建
立
さ
れ
る
。
が
、
本
門
寿

量
品
で
開
顕
さ
れ
た
釈
尊
や
本
化
地
涌
の
四
大
菩
薩
を
仰
ぐ
人

は
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
に
お
い
て
一
人
も
存
在
し
て
い
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
第
二
十
一
番
問
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答
、
す
な
わ
ち
『
観
心
本
尊
抄
』
の
流
通
段
に
到
っ
て
、
前
代

未
聞
の
法
門
が
詳
細
に
教
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
番
目
に
示
さ
れ
る
の
が
一
代
三
段
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
釈
尊
の
一
代
聖
教
を
序
正
流
通
に
三
段
分
科
す
る
と
、
釈

尊
が
寂
滅
道
場
さ
れ
て
か
ら
説
か
れ
る
『
華
厳
経
』
よ
り
『
般

若
経
』
ま
で
の
経
典
を
序
分
、『
無
量
義
経
』、『
法
華
経
』、『
観

普
賢
菩
薩
行
法
経
』
の
法
華
経
十
巻
を
正
宗
分
、
そ
し
て
、『
涅

槃
経
』
を
流
通
分
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

「
答ﾝ テ

曰ﾝ ク

法
華
経
一
部
八
巻
二
十
八
品
進ﾝ テ
ハ前

四
味
退ﾝ テ
ハ涅

槃
経

等ﾝ ノ

一
代
諸
経
惣ﾝ シ
テ括ﾝ ル
ニ

ﾚ

之ﾝ ヲ

但
一
経
也
。
始ﾝ メ

自ﾝ リｲ

寂
滅
道
場ｱ

終ﾝ リ

至ﾝ ル
マ
テ
ハ

ｲ

于
般
若
経ﾝ ニｱ

序
分
也
。
無
量
義
経・
法
華
経・

普
賢

経ﾝ ノ

十
巻ﾝ ハ

正
宗
也
。
涅
槃
経
等ﾝ ハ

流
通
分
也
）
11
（

」

　

こ
の
よ
う
に
、『
法
華
経
』
十
巻
こ
そ
正
法
で
あ
る
こ
と
を
明

か
す
た
め
に
、
釈
尊
の
一
代
聖
教
を
分
科
す
る
こ
と
を
「
一
代

三
段
」
と
い
う
。

⑵
十
巻
三
段

　

次
に
十
巻
三
段
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
法
華
経
十

巻
を
三
段
分
科
し
、『
無
量
義
経
』
と
『
法
華
経
』
の
序
品
が
序

文
、
方
便
品
か
ら
分
別
功
徳
品
の
前
半
十
九
行
の
偈
）
11
（

ま
で
の
十

五
品
半
を
正
宗
分
、
そ
し
て
、
分
別
功
徳
品
の
後
半
現
在
の
四

信
）
11
（

か
ら
『
観
普
賢
経
』
ま
で
の
十
一
品
半
と
一
巻
を
流
通
分
と

定
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
正
宗ﾝ ノ

於ﾝ テｲ

十
巻
中ﾝ ニｱ

亦
有ﾝ リｲ

序
正
流
通ｱ

。
無
量
義
経
並ﾝ ニ

序

品
序
分
也
。
自ﾝ リｲ

方
便
品ｱ

至ﾝ ルｲ

于
分
別
功
徳
品
十
九
行ﾝ ノ

偈ﾝ ニｱ

十
五
品
半ﾝ ハ

正
宗
分ﾝ ナ
リ。

分
別
功
徳
品ﾝ ノ

自ﾝ リｲ

現
在ﾝ ノ

四
信ｱ

至ﾝ ルｲ

于

普
賢
経ﾝ ニｱ

十
一
品
半ﾝ ト

一
巻ﾝ ハ

流
通
分
也
）
11
（

」

　

こ
の
よ
う
に
、『
法
華
経
』
の
超
勝
性
を
明
か
す
た
め
法
華
経

十
巻
を
分
科
す
る
こ
と
を
「
十
巻
三
段
」
と
い
う
。

⑶
迹
門
三
段

　

次
に
こ
の
法
華
経
十
巻
を
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
三
段

分
科
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
法
華
経
』
迹
門
と
本
門

の
、
三
段
分
科
を
定
め
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
迹
門
三
段
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
、
序
文
を
『
無
量

義
経
』
と
『
法
華
経
』
の
序
品
、
正
宗
分
を
方
便
品
か
ら
授
学

無
学
人
記
品
ま
で
の
八
品
、
そ
し
て
、
流
通
分
を
法
師
品
か
ら

安
楽
行
品
ま
で
の
五
品
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
又
於ﾝ テ
モ

ｲ

法
華
経
等ﾝ ノ

十
巻ﾝ ニｱ

有ﾝ リｲ

二
経ｱ

。
各
具ﾝ ス
ル

ｲ

序
正
流
通ﾝ ヲｱ

也
。
無
量
義
経ﾝ ト

序
品ﾝ ハ

序
分ﾝ ナ
リ。
自ﾝ リｲ

方
便
品ｱ

至ﾝ ルｲ

于
人
記
品ﾝ ニｱ
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八
品ﾝ ハ

正
宗
分ﾝ ナ
リ。
自ﾝ リｲ

法
師
品ﾝ ニｱ

至ﾝ ルｲ

于
安
楽
行
品ﾝ ニｱ

五
品ﾝ ハ

流
通　

分ﾝ ナ
リ

）
11
（」

　

こ
の
よ
う
に
、『
法
華
経
』
迹
門
十
四
品
を
分
科
す
る
こ
と
を

「
迹
門
三
段
」
と
い
う
。

　

迹
門
の
教
え
は
、
始
成
正
覚
の
仏
で
あ
る
釈
尊
が
説
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
今
ま
で
明
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
百
界

千
如
の
論
理
が
説
か
れ
、
尓
前
経
や
『
無
量
義
経
』、『
涅
槃
経
』

の
経
典
を
超
過
す
る
教
え
で
あ
っ
て
、
釈
尊
の
随
他
意
、
難
信

難
解
の
教
え
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
教
え
を
化
城
喩

品
の
教
説
に
尋
ね
る
と
、
釈
尊
が
大
通
智
勝
仏
の
第
十
六
王
子

の
頃
に
、
衆
生
に
仏
種
を
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
前
四
味
の
経
典
に
よ
っ
て
衆
生
は
機
根
を
整
え
ら
れ

て
、『
法
華
経
』
の
教
え
に
よ
り
大
通
智
勝
仏
の
仏
種
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
聖
人
は
『
法
華
経
』
迹
門
で
は
、
釈

尊
は
久
遠
を
開
顕
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
「
但ﾝ タ

毒
発
等ﾝ ノ

一

分
也
）
1（
（

」
と
て
、
毒
を
発
し
て
煩
悩
の
身
を
滅
す
る
こ
と
で
解
脱

を
得
る
こ
と
の
で
き
る
衆
生
は
、
極
少
数
で
あ
る
こ
と
を
教
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
科
に
よ
っ
て
、『
法
華
経
』
迹
門
の
教
え

に
て
成
仏
す
る
衆
生
は
、
機
根
が
整
え
ら
れ
、
過
去
の
の
結
縁

に
よ
っ
て
解
脱
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

⑷
本
門
三
段

　

次
に
、
本
門
三
段
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
従
地
涌
出
品
の

前
半
）
11
（

を
序
分
、
涌
出
品
の
後
半
か
ら
如
来
寿
量
品
、
そ
し
て
分

別
功
徳
品
の
十
九
行
の
偈
ま
で
の
一
品
二
半
を
正
宗
分
、
分
別

功
徳
品
後
半
か
ら
『
観
普
賢
経
』
ま
で
の
十
一
品
半
と
一
巻
ま

で
を
流
通
分
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
又
本
門
十
四
品ﾝ ノ

一
経ﾝ ニ

有ﾝ リｲ

序
正
流
通ｱ

。
涌
出
品ﾝ ノ

半
品ﾝ ヲ

為ﾝ シｲ

序
分ﾝ トｱ

。
寿
量
品ﾝ ト

前
後ﾝ ノ

二
半　

此ﾝ ヲ

為ﾝ スｲ

正
宗ﾝ トｱ

。
其
余ﾝ ハ

流
通
分

也
）
11
（

」

　

こ
の
よ
う
に
、『
法
華
経
』
本
門
十
四
品
を
分
科
す
る
こ
と
を

「
本
門
三
段
」
と
い
う
。
ま
た
、
本
門
の
教
え
は
、
久
遠
実
成
の

本
仏
釈
尊
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
聖
人
は
本
門
に
説
か

れ
る
教
え
は
迹
門
や
尓
前
経
の
教
え
よ
り
も
天
と
地
ほ
ど
の
違

い
が
あ
っ
て
、
我
々
が
住
む
国
土
は
、
仏
国
土
と
し
て
本
仏
釈

尊
が
常
住
さ
れ
る
浄
土
が
現
れ
る
こ
と
を
教
示
さ
れ
る
。
そ
れ

に
よ
り
、
本
門
寿
量
品
の
教
相
に
よ
っ
て
「
真
の
一
念
三
千
」

の
論
理
が
成
立
さ
れ
る
。
そ
し
て
、『
法
華
経
』
本
門
を
已
今
当

の
三
説
を
超
過
し
た
難
信
難
解
の
随
自
意
の
教
え
で
あ
る
と
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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⑸
本
法
三
段

　

最
後
に
、
本
法
三
段
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
、
十

方
三
世
の
諸
仏
が
説
か
れ
た
膨
大
な
数
ほ
ど
説
か
れ
た
教
え
は
、

す
べ
て
本
門
寿
量
品
の
序
分
で
あ
っ
て
、
寿
量
品
が
正
宗
分
に

あ
た
り
、
す
べ
て
の
教
え
の
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
品
二
半
の
教
え
以
外
は
、
小
乗
教
や
邪
教
、
未
得
道
教
、
覆

相
教
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
、
尓
前
経
、
迹
門
の
円
教
で
す
ら
も

成
仏
す
る
た
め
の
因
と
は
な
ら
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
聖

人
は
こ
の
こ
と
を
法
師
品
）
11
（

、
見
宝
塔
品
）
11
（

の
教
説
を
引
か
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
本
門
の
教
え
こ
そ
が
末
法
に
生
き
る
我
々
衆
生

を
救
い
出
す
教
え
で
あ
り
、
下
種
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
明
か

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
又
於ﾝ テ
モ

ｲ

本
門ﾝ ニｱ

有ﾝ リｲ

序
正
流
通ｱ

。
自ﾝ リｲ
過
去
大
通
仏ﾝ ノ

法
華

経ｱ

乃
至
現
在ﾝ ノ

華
厳
経
乃
至
迹
門
十
四
品・
涅
槃
経
等ﾝ ノ

一
代

五
十
余
年ﾝ ノ

諸
経
十
方
三
世
諸
仏ﾝ ノ

微
塵ﾝ ノ

経
々ﾝ ハ

皆
寿
量ﾝ ノ

序
分
也
）
11
（

」

　

ま
た
、
聖
人
は
、
釈
尊
在
世
中
に
『
法
華
経
』
本
門
の
教
え

を
聞
く
こ
と
の
で
き
た
弟
子
た
ち
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
教

示
さ
れ
て
い
る
。

「
本
門ﾝ ハ

序
正
流
通
倶ﾝ ニ

以ﾝ テｲ

末
法
之
始ﾝ ヲｱ

為ﾝ スﾚ

詮ﾝ ト

。
在
世ﾝ ノ

本
門ﾝ ト

末

法
之
初ﾝ ハ

一
同ﾝ ニ

純
円
也
。
但ﾝ シ

彼ﾝ レ
ハ脱
此ﾝ レ
ハ種
也
。
彼ﾝ ハ

一
品
二
半
此ﾝ ハ

但ﾝ タ

題
目ﾝ ノ

五
字
也
）
11
（

」

　

す
な
わ
ち
、
釈
尊
在
世
中
の
仏
弟
子
方
は
、
前
四
味
、
迹
門

の
教
え
に
よ
っ
て
仏
種
は
熟
さ
れ
て
、
本
門
の
一
品
二
半
に
よ
っ

て
解
脱
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
末
法
の
時
代
に
お

い
て
は
、『
法
華
経
』
本
門
の
教
え
を
依
拠
と
し
、
妙
法
五
字
の

題
目
を
媒
介
と
し
て
、
仏
種
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
聖
人
は
、『
法
華
経
』
を
釈
尊
一
代
聖
教
の
中
心

と
し
、
本
門
八
品
、
一
品
二
半
、
如
来
寿
量
品
、
つ
い
に
は
釈

尊
の
本
因
本
果
が
具
足
さ
れ
た
仏
種
で
あ
る
寿
量
品
の
文
底
た

る
妙
法
五
字
を
明
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
五
重
三

段
」
が
明
か
さ
れ
た
の
ち
に
、
末
法
に
生
き
る
衆
生
救
済
論
理

を
教
示
さ
れ
る
た
め
に
、
本
門
寿
量
品
に
説
か
れ
る
「
良
医
治

子
喩
」
に
物
語
に
つ
い
て
明
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
示
で
は

「
良
医
治
子
喩
」
に
て
描
か
れ
て
い
る
「
是
好
良
薬
」
を
「
寿
量

品
の
肝
要
た
る
名
体
宗
用
教
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
是
な
り
）
11
（

」
と

て
、
大
良
薬
を
寿
量
品
の
「
肝
要
」
と
し
て
教
示
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
良
薬
た
る
妙
法
五
字
の
題
目
は
、
釈
尊

が
久
遠
を
開
顕
さ
れ
た
如
来
寿
量
品
の
肝
心
で
あ
っ
て
、
こ
の

五
字
に
釈
尊
の
因
行
果
徳
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

『
開
目
抄
』
で
示
さ
れ
た
「
寿
量
品
の
文
の
底
」
と
は
、「
妙
法

五
字
」
で
あ
る
こ
と
が
『
観
心
本
尊
抄
』
に
お
い
て
明
ら
か
と

な
り
、「
五
重
相
対
」
や
「
五
重
三
段
」
で
釈
尊
の
一
代
聖
教
の
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教
相
を
判
別
し
た
と
き
に
は
、「
妙
法
五
字
」
に
帰
結
す
る
題
目

論
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
こ
に
、『
開
目
抄
』
の
「
教
観
相
対
」
と
『
観
心
本
尊
抄
』

の
「
本
法
三
段
」
に
よ
っ
て
、
本
門
の
一
一
文
文
の
教
相
を
包

括
し
て
い
る
寿
量
品
の
肝
心
と
し
て
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
帰

結
す
る
論
理
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
法
華
経
』
の
題

目
妙
法
五
字
の
重
要
性
が
明
ら
か
と
な
り
、
我
々
凡
夫
が
実
践

す
べ
き
「
信
行
」
の
論
理
を
探
求
す
る
課
題
が
求
め
ら
れ
る
。

四
、
む
す
び
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
聖
人
は
『
法
華
経
』
こ
そ
が
釈
尊
の
示
さ

れ
た
教
え
の
中
に
お
い
て
、
最
も
依
り
拠
と
す
る
経
典
で
あ
る

こ
と
が
理
解
で
き
た
。「
五
重
相
対
」
と
「
五
重
三
段
」
で
教
相

を
判
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
門
寿
量
品
の
最
重
要

性
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
開
顕
さ
れ
た
本
仏
釈
尊
に
よ
る
事

の
一
念
三
千
の
救
済
の
論
理
は
、
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
帰
結

す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
聖
人
は
こ
の

「
妙
法
五
字
」
を
本
門
寿
量
品
譬
説
段
に
説
か
れ
て
い
る
「
良
医

治
子
喩
」
で
の
「
是
好
良
薬
」
の
大
良
薬
に
な
ぞ
ら
え
て
教
示

さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
聖
人
が
求
め
ら
れ
た
釈
尊
の
救
済

の
論
理
を
本
門
寿
量
品
の
「
良
医
治
子
喩
」
に
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

註（
１
） 『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
以
降
『
大
正
蔵
経
』
と
略
）
第
三
四

巻
二
三
四
頁
ａ

（
２
） 「
十
双
歎
」
の
説
示
は
、
日
蓮
聖
人
遺
文
で
は
、『
開
目
抄
』

を
は
じ
め
、『
法
華
取
要
抄
』（『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』

（
以
降
『
昭
和
定
本
』
と
略
）
八
一
一
頁
）
と
『
兄
弟
鈔
』（『
昭

和
定
本
』
九
一
九
頁
）
に
み
ら
れ
る
。『
法
華
取
要
抄
』
に
は
、

『
法
華
経
』
と
諸
経
を
対
比
さ
せ
る
と
き
に
は
、
釈
尊
が
三
千
塵

点
劫
と
五
百
億
塵
点
劫
の
久
遠
の
時
間
軸
の
中
で
、
衆
生
の
化

導
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、『
法
華
経
』
の
超
勝
性

を
明
か
さ
れ
て
い
る
。
聖
人
は
「
十
双
歎
」
の
う
ち
第
一
双
目

と
第
十
双
目
の
双
を
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、『
開
目
抄
』
で

は
、
釈
尊
の
一
代
聖
教
の
教
相
判
釈
を
目
的
と
し
て
第
一
双
目

の
「
二
乗
作
仏
」、「
久
遠
実
成
」
を
用
い
、『
法
華
取
要
抄
』
と

『
兄
弟
鈔
』
で
は
、
第
十
双
目
の
三
五
塵
点
劫
に
お
け
る
釈
尊
の

釈
尊
の
化
導
の
姿
、
す
な
わ
ち
久
遠
釈
尊
に
よ
る
衆
生
救
済
の

軌
跡
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
仏
釈
尊
に
よ
る
久
遠
の
救

済
の
論
理
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、『
法
華
経
』
の
持
つ
超
勝
性
の
根
拠
に
は
、
本
門
寿
量
品
の

教
相
を
依
拠
と
し
た
本
仏
釈
尊
に
よ
る
久
遠
の
救
済
の
論
理
が
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求
め
ら
れ
る
。

（
３
） 『
昭
和
定
本
』
五
五
二
頁

（
４
） 
北
川
前
肇
稿
「
本
法
三
段
に
お
け
る
「
本
門
」
の
概
念
」（
北

川
前
肇
著
『
日
蓮
教
学
研
究
』
第
四
章
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
教

相
と
観
心
、
昭
和
六
十
二
年・

平
楽
寺
書
店
）
を
参
照
。

（
５
） 

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
如
来
寿
量
品
の
位
置
づ
け
を
教
相
論
的

に
確
認
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
先
行
研
究
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
清
水
梁
山
稿
「
法
華
経
寿
量
品
に
対
す
る

台
日
両
祖
の
異
点
」（『
天
晴
会
講
義
録
』
所
収
、
明
治
四
十
三

年・

日
蓮
讃
仰
天
晴
会
）、
株
橋
日
涌
稿
「
宗
祖
独
発
の
教
判
、

五
重
三
段
に
つ
い
て
」（『
法
華
思
想
と
日
隆
教
学
』
所
収
、
昭

和
五
十
四
年・

法
華
宗
興
隆
学
林
）、
北
川
前
肇
稿
「
日
蓮
聖
人

に
お
け
る
教
相
と
観
心
」（
北
川
前
肇
著
『
日
蓮
教
学
研
究
』
所

収
、
昭
和
六
十
二
年・

平
楽
寺
書
店
）、
山
崎
美
由
紀
稿
「
日
蓮

聖
人
に
お
け
る
五
重
三
段
の
一
考
察
」（『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀

要
』
第
三
五
号　

平
成
二
十
年・

立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究

所
）、
庵
谷
行
亨
編
『
日
蓮
聖
人
と
法
華
経
本
門
寿
量
品
』（
平

成
二
十
七
年・

本
応
寺
）、
庵
谷
行
亨
稿
「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る

法
華
経
寿
量
品
の
受
容
―
鎌
倉
期
を
中
心
に
―
」『
智
慧
の
と
も

し
び
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
展
開
』〈
中
国・

朝
鮮
半
島・

日
本

篇
〉（
平
成
二
十
八
年・

山
喜
房
仏
書
林
）、
庵
谷
行
亨
稿
「『
開

目
抄
』
に
お
け
る
法
華
経
寿
量
品
の
受
容
」（『
立
正
大
学
大
学

院
紀
要
』
第
三
二
号　

平
成
二
十
八
年・

立
正
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
）

 

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
示
唆
を
受
け
て
、
聖
人
の

「
五
重
相
対
」、「
五
重
三
段
」
の
確
認
し
て
い
き
た
い
。

（
６
） 『
昭
和
定
本
』
五
三
八
頁

（
７
） 『
昭
和
定
本
』
五
三
八
頁

（
８
） 

な
お
、
釈
尊
を
「
大
導
師・

大
眼
目・

大
橋
梁・

大
船
師・

大
福
田
」
と
い
う
の
は
、『
無
量
義
経
』（『
大
正
蔵
経
』
第
九
巻

三
八
四
頁
ｂ
～
ｃ
）
や
『
涅
槃
経
』（『
大
正
蔵
経
』
第
一
二
巻

四
八
〇
頁
ｂ
、
五
六
〇
頁
ａ
）
な
ど
の
経
典
に
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
９
） 

茂
田
井
教
亨
著
『
開
目
抄
講
讃
』〈
上・

下
〉（
昭
和
五
十
二

年・

山
喜
房
仏
書
林
）
に
は
、
釈
尊
が
三
徳
具
備
さ
れ
て
い
る

典
拠
を
、
日
蓮
聖
人
の
三
大
誓
願
と
関
連
を
持
つ
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
導
師
な
ど
の
い
う
表
現
に
は
、『
瑜

伽
論
』
や
涅
槃
経
に
典
拠
を
求
め
な
が
ら
、
三
大
誓
願
を
照
応

し
て
、
主
師
親
の
三
徳
が
象
徴
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
10
） 『
昭
和
定
本
』
五
三
八
～
五
三
九
頁

（
11
） 『
昭
和
定
本
』
五
三
九
頁

（
12
） 『
昭
和
定
本
』
五
三
九
頁

（
13
） 『
大
正
蔵
経
』
第
九
巻
三
八
三
頁
ｂ

（
14
） 『
大
正
蔵
経
』
第
九
巻
六
頁
ａ

（
15
） 『
昭
和
定
本
』
五
三
九
頁

（
16
） 『
昭
和
定
本
』
五
四
二
頁

（
17
） 『
昭
和
定
本
』
五
三
九
頁

（
18
） 『
昭
和
定
本
』
五
三
九
頁
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（
19
） 『
大
正
蔵
経
』
第
一
二
巻
五
二
二
頁
ｃ
。

（
20
） 『
昭
和
定
本
』
五
三
九
頁

（
21
） 『
昭
和
定
本
』
五
五
二
頁

（
22
） 『
昭
和
定
本
』
五
五
二
頁

（
23
） 「
本
法
三
段
」
の
名
称
は
、
茂
田
井
教
亨
著
『
本
尊
抄
講
讃
』

下
（
昭
和
六
十
二
年・

山
喜
房
仏
書
林
）
八
九
一
頁
に
従
っ
て

い
る
。

（
24
） 『
昭
和
定
本
』
七
一
三
頁

（
25
） 『
法
華
文
句
』
巻
第
一
上
に
は
、
一
経
三
段
、
迹
門
三
段
、
本

門
三
段
の
分
科
が
示
さ
れ
て
い
る
（『
大
正
蔵
経
』
第
三
十
四
巻

二
頁
ａ
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
聖
人
の
天
台
教
学
の
継
承
の
立
場

が
窺
え
る
。

（
26
） 『
昭
和
定
本
』
七
一
三
頁

（
27
） 『
大
正
蔵
経
』
第
九
巻
四
四
頁
ｃ

（
28
） 『
大
正
蔵
経
』
第
九
巻
四
四
頁
ｃ

（
29
） 『
昭
和
定
本
』
七
一
三
頁

（
30
） 『
昭
和
定
本
』
七
一
三
頁

（
31
） 『
昭
和
定
本
』
七
一
四
頁

（
32
） 『
大
正
蔵
経
』
第
九
巻
四
一
頁
ａ

（
33
） 『
昭
和
定
本
』
七
一
四
頁

（
34
） 『
大
正
蔵
経
』
第
九
巻
三
一
頁
ｂ

（
35
） 『
大
正
蔵
経
』
第
九
巻
三
三
頁
ｃ

（
36
） 『
昭
和
定
本
』
七
一
四
頁

（
37
） 『
昭
和
定
本
』
七
一
五
頁

（
38
） 『
昭
和
定
本
』
七
一
六
頁

（
39
） 『
観
心
本
尊
抄
』（『
昭
和
定
本
』
七
一
七
頁
）


